
 

■環境保全協定の概要 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料２

環境保全協定マニュアル（京都府｛京田辺市、精華町、木津町｝）Ｈ４～ 
① 公害防止管理体制に関する事項 
② 有害物質及び化学物質の管理に関する事項 
③ バイオテクノジーに係る研究に関する事項 
④ 放射性物質の管理に関する事項 
⑤ 廃棄物処理に関する事項 
⑥ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭防止に関する事項 
⑦ その他環境保全に関する事項 


